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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 画 面 上 に 表 示 さ せ た 操 作 対 象 を 入 力 手 段 を 介 し て 選 択 さ せ る 機 能 選 択 装 置 に お い て 、
　 前 記 入 力 手 段 を 介 し て 操 作 対 象 が 選 択 さ れ た 場 合 に 、 該 選 択 さ れ た 操 作 対 象 が 機 能 し 始
め る ま で の 間 、 前 記 操 作 対 象 の 画 像 の 透 明 度 を 変 化 さ せ な が ら 表 示 さ せ る 透 過 表 示 制 御 手
段 を 備 え て い る こ と を 特 徴 と す る 機 能 選 択 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 選 択 さ れ た 操 作 対 象 が 機 能 し 始 め る ま で の 間 が 、 前 記 操 作 対 象 の 画 像 の 透 明 度 が 所
定 値 ま で 変 化 す る ま で の 時 間 に 設 定 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 記 載 の 機 能 選 択
装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 透 過 表 示 制 御 手 段 が 、 選 択 さ れ て い な い 他 の 操 作 対 象 の 画 像 の 透 明 度 も 変 化 さ せ な
が ら 表 示 さ せ る 制 御 を 行 う も の で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 機 能
選 択 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 選 択 さ れ た 操 作 対 象 が 機 能 し 始 め る ま で の 間 に 前 記 操 作 対 象 の 選 択 が 解 除 さ れ た 場
合 、 前 記 操 作 対 象 の 画 像 の 透 明 度 を 選 択 前 の 値 に 戻 し て 表 示 さ せ る 、

選 択 解 除 表 示 制 御 手 段 を 備 え て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求
項 １ ～ の い ず れ か の 項 に 記 載 の 機 能 選 択 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 透 過 表 示 制 御 手 段 が 、 前 記 選 択 さ れ た 操 作 対 象 が 機 能 し 始 め る ま で の 間 に 前 記 操 作
対 象 の 選 択 が 解 除 さ れ た 場 合 に 、 所 定 時 間 又 は 他 の 操 作 対 象 が 選 択 さ れ る ま で の 間 、 前 記
操 作 対 象 の 画 像 を 選 択 解 除 時 の 透 明 度 で 表 示 さ せ る と と も に 、
　 前 記 操 作 対 象 の 画 像 が 選 択 解 除 時 の 透 明 度 で 表 示 さ れ て い る 間 に 同 一 の 操 作 対 象 の 選 択
が 再 検 出 さ れ た 場 合 、 前 記 選 択 解 除 時 の 状 態 か ら 透 明 度 を 変 化 さ せ な が ら 表 示 さ せ る 制 御
を 行 う も の で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ～ の い ず れ か の 項 に 記 載 の 機 能 選 択 装 置 。
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又 は 請 求 項 ２

又 は 、 段 階 的 に 選 択
前 の 値 に 戻 し な が ら 表 示 さ せ る

３

３



【 請 求 項 ６ 】
　 各 操 作 対 象 が 機 能 し 始 め る ま で の 時 間 情 報 が 記 憶 さ れ た 操 作 対 象 情 報 記 憶 手 段 と 、
　 該 操 作 対 象 情 報 記 憶 手 段 か ら 前 記 選 択 さ れ た 操 作 対 象 の 前 記 時 間 情 報 を 読 み 出 す 読 出 手
段 と を 備 え 、
　 前 記 透 過 表 示 制 御 手 段 が 、 前 記 読 出 手 段 に よ り 読 み 出 さ れ た 前 記 時 間 情 報 に 基 づ い て 、
前 記 選 択 さ れ た 操 作 対 象 の 画 像 の 透 明 度 を 変 化 さ せ な が ら 表 示 さ せ る 制 御 を 行 う も の で あ
る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ～ の い ず れ か の 項 に 記 載 の 機 能 選 択 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 透 過 表 示 制 御 手 段 が 、 時 間 を 要 す る 処 理 を 行 う た め の 操 作 対 象 の 画 像 の 透 明 度 を 前
記 処 理 に 要 す る 時 間 に 合 わ せ て 変 化 さ せ な が ら 表 示 さ せ る 制 御 を 行 う も の で あ る こ と を 特
徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 機 能 選 択 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
　 車 両 の 運 転 状 況 を 検 出 す る 運 転 状 況 検 出 手 段 と 、
　 前 記 選 択 さ れ た 操 作 対 象 が 機 能 し 始 め る ま で の 時 間 を 、 前 記 運 転 状 況 検 出 手 段 に よ り 検
出 さ れ た 運 転 状 況 に 応 じ て 変 化 さ せ る 機 能 有 効 時 間 変 更 手 段 と を 備 え て い る こ と を 特 徴 と
す る 請 求 項 １ ～ の い ず れ か の 項 に 記 載 の 機 能 選 択 装 置 。
【 請 求 項 ９ 】
　 運 転 者 又 は 同 乗 者 に よ る 操 作 を 判 別 す る 操 作 者 判 別 手 段 と 、
　 前 記 選 択 さ れ た 操 作 対 象 の 機 能 し 始 め る ま で の 時 間 を 、 前 記 操 作 者 判 別 手 段 に よ り 判 別
さ れ た 操 作 者 に 応 じ て 変 化 さ せ る 機 能 有 効 時 間 変 更 手 段 と を 備 え て い る こ と を 特 徴 と す る
請 求 項 １ ～ の い ず れ か の 項 に 記 載 の 機 能 選 択 装 置 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　

。
【 請 求 項 １ １ 】
　
　

。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 機 能 選 択 装 置 に 関 し 、 よ り 詳 細 に は
画 面 上 に 表 示 さ せ た 操 作 対 象 を 入 力 手 段 を 介 し て 選 択 さ せ る 機 能 選 択 装 置

に 関 す る 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 本 発 明 は 上 記 課 題 に 鑑 み な さ れ た も の で あ っ て 、 画 面 上 に 表 示 さ せ た 操 作 対 象 の 選 択 に
際 し 、 該 選 択 さ れ た 操 作 対 象 が 機 能 し 始 め る ま で の 猶 予 時 間 を ユ ー ザ ー に 不 満 を 感 じ さ せ
る こ と が な い よ う に 設 け る こ と が で き 、 操 作 対 象 の 誤 選 択 防 止 効 果 を 高 め る こ と が で き る
と と も に 、 選 択 対 象 の 誤 選 択 に 気 付 い た 時 の 再 選 択 を 容 易 に 行 う こ と の で き る 機 能 選 択 装
置 を 提 供 す る こ と を 目 的 と し て い る 。
【 手 続 補 正 ４ 】
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３

５

５

請 求 項 １ ～ ９ の い ず れ か の 項 に 記 載 の 機 能 選 択 装 置 を 備 え て い る こ と を 特 徴 と す る ナ ビ
ゲ ー シ ョ ン 装 置

画 面 上 に 表 示 さ せ た 操 作 対 象 を 入 力 手 段 を 介 し て 選 択 さ せ る 機 能 選 択 方 法 に お い て 、
前 記 入 力 手 段 を 介 し て 操 作 対 象 が 選 択 さ れ た 場 合 に 、 該 選 択 さ れ た 操 作 対 象 が 機 能 し 始

め る ま で の 間 、 前 記 操 作 対 象 の 画 像 の 透 明 度 を 変 化 さ せ な が ら 表 示 さ せ る 透 過 表 示 処 理 ス
テ ッ プ を 含 ん で い る こ と を 特 徴 と す る 機 能 選 択 方 法

、 ナ ビ ゲ ー シ ョ ン 装 置 、 及 び 機 能 選 択 方 法
、 該 機 能 選 択 装

置 を 備 え た ナ ビ ゲ ー シ ョ ン 装 置 、 及 び 機 能 選 択 方 法

、 ナ ビ ゲ ー シ ョ ン 装 置 、 及 び 機 能 選 択 方 法



【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ５ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ５ ７ 】
　 上 記 機 能 選 択 装 置 （ ２ ４ ） に よ れ ば 、 前 記 選 択 さ れ た 操 作 対 象 の 画 像 の 透 明 度 を 変 化 さ
せ る と き に 、 前 記 操 作 対 象 の 色 を 変 化 さ せ る 表 示 色 変 更 手 段 を 備 え て い る の で 、 選 択 し た
操 作 対 象 を 、 一 層 容 易 に 認 識 さ せ る こ と が で き る 。
　

　

　

　

【 手 続 補 正 ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ５ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ５ ８ 】
　 以 下 、 本 発 明 に 係 る 機 能 選 択 装 置 の 実 施 の 形
態 を 図 面 に 基 づ い て 説 明 す る 。 図 １ は 、 実 施 の 形 態 （ １ ） に 係 る 機 能 選 択 装 置 が 適 用 さ れ
た ナ ビ ゲ ー シ ョ ン 装 置 の 要 部 を 概 略 的 に 示 し た ブ ロ ッ ク 図 で あ る 。
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ま た 本 発 明 に 係 る ナ ビ ゲ ー シ ョ ン 装 置 は 、 上 記 機 能 選 択 装 置 （ １ ） ～ （ ２ ４ ） の い ず れ
か を 備 え て い る こ と を 特 徴 と し て い る 。

上 記 ナ ビ ゲ ー シ ョ ン 装 置 に よ れ ば 、 上 記 機 能 選 択 装 置 （ １ ） ～ （ ２ ４ ） の い ず れ か の 効
果 を 得 る こ と が で き る ナ ビ ゲ ー シ ョ ン 装 置 を 実 現 す る こ と が で き る 。

ま た 本 発 明 に 係 る 機 能 選 択 方 法 は 、 画 面 上 に 表 示 さ せ た 操 作 対 象 を 入 力 手 段 を 介 し て 選
択 さ せ る 機 能 選 択 方 法 に お い て 、 前 記 入 力 手 段 を 介 し て 操 作 対 象 が 選 択 さ れ た 場 合 に 、 該
選 択 さ れ た 操 作 対 象 が 機 能 し 始 め る ま で の 間 、 前 記 操 作 対 象 の 画 像 の 透 明 度 を 変 化 さ せ な
が ら 表 示 さ せ る 透 過 表 示 処 理 ス テ ッ プ を 含 ん で い る こ と を 特 徴 と し て い る 。

上 記 機 能 選 択 方 法 に よ れ ば 、 前 記 選 択 さ れ た 操 作 対 象 が 機 能 し 始 め る ま で の 間 、 前 記 選
択 さ れ た 操 作 対 象 の 画 像 の 透 明 度 を 変 化 さ せ な が ら 表 示 さ せ る こ と に よ り 、 選 択 操 作 に 対
す る 応 答 の 遅 れ を ユ ー ザ ー に 感 じ さ せ る こ と な く 、 前 記 操 作 対 象 が 機 能 し 始 め る ま で に 猶
予 時 間 を 設 け る こ と が で き る 。 ま た 、 ど の 操 作 対 象 が 選 択 さ れ て い る の か を ユ ー ザ ー に 視
覚 的 に 分 か り や す く 表 示 さ せ る こ と が で き 、 操 作 対 象 が 誤 選 択 さ れ た 場 合 で も 、 直 に 気 付
く こ と が で き 、 再 選 択 が 容 易 に 行 え る こ と と な り 、 操 作 の 快 適 性 を 高 め る こ と が で き 、 操
作 対 象 の 誤 選 択 を 防 止 す る 効 果 を 高 め る こ と が で き る 。

、 ナ ビ ゲ ー シ ョ ン 装 置 、 及 び 機 能 選 択 方 法
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